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アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）

ア
メ
リ
カ
公
民
権
法
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の	

男
性
被
害
者
と
性
差
別
概
念
（
一
）

─
─
具
体
的
個
人
と
「
性
別
」
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
─
─

松　
　

岡　
　

千　
　

紘

第
一
章　

は
じ
め
に

　

第
一
節　

課
題

　

第
二
節　

前
提
の
確
認

第
二
章　

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
男
性
被
害
者
と
「
被
害
者
像
」

　

第
一
節　

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
男
性
被
害
者
と
通
常
の
女
性
基
準

　
　
（
一
）　

男
性
か
ら
男
性
へ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
女
性
か
ら
男
性
へ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　
　
（
二
）　

判
例
の
検
討

　
　
（
三
）　Forell

及
びM

atthew
s

の
提
唱
す
る
通
常
の
女
性
基
準
の
運
用

　
　
（
四
）　

小
括

　

第
二
節　

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト

　
　
（
一
）　

全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト

　
　
（
二
）　

小
括
（
以
上
、
本
号
）
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論　　　説

第
三
章　

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
お
け
る
性
差
別
概
念

　

第
一
節　
「
性
別
を
理
由
と
し
た
」
を
巡
る
判
例

　
　
　
（
一
）　

加
害
者
の
動
機
に
基
づ
く
性
差
別
概
念

　
　
　
（
二
）　

差
別
的
効
果
法
理

　
　
　
（
三
）　

性
差
別
と
し
て
の
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化

　
　
　
（
四
）　

小
括

　

第
二
節　

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
性
差
別
性
を
巡
る
学
説
状
況

　
　
　
（
一
）　

反
従
属
原
理

　
　
　
（
二
）　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　
　
　
（
三
）　

マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
と
性
差
別

　
　
　
（
四
）　

検
討

第
四
章　

終
わ
り
に

第
一
章　

は
じ
め
に

第
一
節　

課
題

　

本
稿
で
は
、
憲
法
学
に
お
い
て
論
争
と
な
っ
た
、「
強
い
個
人
」
乃
至
「
抽
象
的
人
間
像
」
と
、「
弱
い
個
人
」
乃
至
「
具
体
的
個

人
」
の
乖
離
に
つ
い
て
、
現
実
の
個
人
の
自
由
の
実
質
的
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
後
者
の
個
人
像
を
基
軸
と
し
た
法
的
主
体
像
を
検

討
し
て
い
く
。
前
者
の
法
主
体
は
、
法
と
い
う
抽
象
空
間
で
自
律
的
に
行
為
す
る
存
在
と
し
て
観
念
さ
れ
て
お
り
、
他
方
、
現
実
の
社

会
生
活
に
お
け
る
個
人
は
、
前
者
の
個
人
と
は
違
い
、
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
、
そ
の
自
由
の
行
使
に
様
々
な
制
約
を
蒙
る
具
体
的

存
在
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
主
体
像
の
位
相
の
差
異
が
、
特
に
、
社
会
的
に
脆
弱
な
地
位
に
あ
る
個
人
に
と
っ
て
の
「
不
自
由
」
に
帰

（
1
）

（
2
）
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アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）

結
す
る
と
の
批
判
に
お
い
て
、
強
い
個
人
に
対
置
し
て
、
現
実
の
個
人
に
立
脚
し
た
具
体
的
個
人
の
人
権
論
を
構
築
す
べ
き
と
の
主
張

が
夙
に
な
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
憲
法
学
に
お
い
て
は
、
未
だ
当
該
課
題
へ
の
具
体
的
応
答
に
つ
い
て
学
説
自
体
が
十
分
に
蓄
積
さ
れ
、

統
一
的
見
解
が
構
築
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
り
、
伝
統
的
な
法
主
体
の
評
価
も
含
め
そ
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
特
に
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
以
下
「
Ｓ
Ｈ
」
と
略
す
）
の
男
性
被
害
者
と
性
差
別
概
念
に
関
す
る

合
衆
国
公
民
権
法
の
判
例
法
理
及
び
学
説
を
参
照
し
、
具
体
的
個
人
を
性
別
と
い
う
属
性
と
の
関
係
で
分
析
す
る
こ
と
で
、
当
該
課
題

に
一
つ
の
分
析
視
角
を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
こ
れ
ま
で
、
具
体
的
個
人
像
と
合
衆
国
Ｓ
Ｈ
法
理
に
関
し
て
、
接
合
的
に
検
討
さ

れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
日
本
国
憲
法
と
合
衆
国
の
Ｓ
Ｈ
禁
止
立
法
と
の
法
体
系
が
異
な
る
こ

と
、
そ
れ
故
に
、
こ
れ
を
日
本
の
憲
法
学
へ
と
「
通
訳
」
す
る
こ
と
の
困
難
が
生
じ
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
困

難
を
踏
ま
え
た
と
し
て
も
、
合
衆
国
Ｓ
Ｈ
法
理
に
お
い
て
は
、
職
場
で
脆
弱
な
地
位
に
あ
る
個
人
の
視
点
を
基
に
し
た
性
差
別
法
理
が

蓄
積
さ
れ
て
き
て
お
り
、
憲
法
上
の
具
体
的
個
人
を
検
討
す
る
上
で
示
唆
に
富
む
議
論
を
提
供
す
る
。
中
で
も
特
に
、
男
性
が
被
害
者

と
な
る
Ｓ
Ｈ
を
巡
る
判
例
及
び
学
説
は
、
具
体
的
個
人
像
に
「
女
性
」
と
い
う
属
性
を
組
み
込
む
こ
と
に
関
す
る
原
理
的
課
題
を
提
起

し
て
い
る
。
憲
法
学
に
お
け
る
具
体
的
個
人
に
係
る
問
題
意
識
が
現
実
社
会
に
生
き
る
個
人
の
実
相
か
ら
生
起
す
る
こ
と
か
ら
も
、
当

該
課
題
を
Ｓ
Ｈ
と
い
う
実
態
的
問
題
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
紐
づ
け
分
析
す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
以
下
で
は
、
合
衆
国
Ｓ
Ｈ
法
理
に
お
け
る
被
害
者
像
を
巡
る
基
準
が
争
点
と
な
っ
た
判
例
及
び
学
説
上
の
議
論
を
確
認
し
、
性

別
と
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
像
の
関
係
に
関
す
る
課
題
を
提
示
す
る
（
第
一
章
）。
次
に
、
男
性
が
被
害
者
と
な
っ
た
Ｓ
Ｈ
の
判
例
及
び
学
説

を
素
材
と
し
て
、
第
一
章
で
挙
げ
た
課
題
を
考
察
す
る
（
第
二
章
）。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
導
出
し
た
見
解
に
基
づ
き
、
Ｓ
Ｈ
に
お
け

る
「
性
別
を
理
由
と
し
た
（because of sex

）」
差
別
要
件
に
関
す
る
判
例
及
び
学
説
上
の
議
論
を
扱
い
、
具
体
的
個
人
に
基
づ
く

法
主
体
像
に
関
す
る
視
座
を
示
し
（
第
三
章
）、
最
後
に
残
さ
れ
る
課
題
を
提
示
す
る
（
第
四
章
）。

（
3
）
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論　　　説

第
二
節　

前
提
の
確
認

　

本
節
で
は
ま
ず
、
議
論
の
前
提
と
し
て
、「
通
常
人
」
基
準
と
「
通
常
の
女
性
」
基
準
に
関
す
る
判
例
及
び
学
説
上
の
議
論
を
概
観

す
る
。
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
職
場
で
の
Ｓ
Ｈ
に
対
し
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
の
差
別
禁
止
立
法
で
あ
る
公
民
権
法
第
七
編
（T

itle Ⅶ
 of 

the Civil Rights A
ct :　

以
下
「
第
七
編
」
と
い
う
）
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
運
用
に
際
し
て
、
雇
用
機
会
均
等
委
員
会
（Equal 

Em
ploym

ent O
pportunity Com

m
ission :　

以
下
「
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
」
と
略
す
）
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

合
衆
国
最
高
裁
が
初
め
て
、
環
境
型
Ｓ
Ｈ
が
第
七
編
違
反
の
性
差
別
で
あ
る
と
判
断
し
たM

eritor Sav. Bank, FSB v. V
inson

事
件
で
は
、
第
七
編
で
禁
止
さ
れ
る
Ｓ
Ｈ
と
な
る
に
は
、「
そ
れ
が
被
害
者
の
雇
用
条
件
を
変
化
さ
せ
る
程
深
刻
又
は
蔓
延
し
」
て
い

る
必
要
が
あ
る
と
す
る
、
環
境
型
Ｓ
Ｈ
に
お
け
る
「
深
刻
性
」
又
は
「
広
範
性
」
の
要
件
が
示
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
性
的
言
動

の
評
価
に
係
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
及
び
、「
通
常
と
さ
れ
る
状
態
」
を
規
範
定
立
す
る
権
力
上
の
格
差
を
踏
ま
え
る
と
、
深
刻
性
又
は
広

範
性
を
、
誰
の
視
点
か
ら

4

4

4

4

4

4

審
査
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
即
ち
、
Ｓ
Ｈ
の
成
否
の
判
断
に
際
し
、
被
害
者
の
視
点
と
い
う
形

で
、
主
体
像
に
性
別
を
組
み
入
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
下
級
審
判
決
で
は
「
通
常
人
（reasonable person

）」
基
準
と
「
通
常
の
女
性
（reasonable w

om
an

）」
基
準
と
い

う
、
被
害
者
の
視
座
に
関
す
る
二
つ
の
象
徴
的
な
基
準
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
通
常
人
基
準
は
、
当
該
要
件
を
審
査
す
る
に
あ
た
り
、

争
わ
れ
る
言
動
を
性
中
立
的
な
「
通
常
人
」
の
視
点
か
ら
評
価
し
、
対
す
る
通
常
の
女
性
基
準
は
、「
女
性
」
と
い
う
属
性
を
伴
う
主

体
で
あ
る
「
通
常
の
女
性
」
の
視
点
か
ら
評
価
す
る
。
例
え
ば
、
申
立
人
が
被
告
会
社
の
上
司
か
ら
度
重
な
る
猥
褻
な
言
動
や
職
場
で

の
ヌ
ー
ド
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
等
に
晒
さ
れ
て
い
たRabidue v. O

sceola Refining Co.

事
件
を
審
査
し
た
第
六
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁

判
所
の
法
廷
意
見
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
現
実
の
職
場
環
境
に
は
性
的
言
動
が
溢
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
る
通
常
人
が
こ

れ
を
寛
容
に
捉
え
て
い
る
と
し
て
、
環
境
型
Ｓ
Ｈ
の
成
立
を
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
部
反
対
一
部
結
果
同
意
意
見
は
、
女
性
の

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）
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アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
侮
辱
す
る
言
動
へ
の
評
価
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
指
摘
し
、
通
常
の
女
性
基
準
を
用
い
る
べ
き
だ
と
し
た
。

さ
ら
に
、Ellison v. Brady

事
件
に
お
い
て
、
第
九
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、「
通
常
人
基
準
は
、
バ
イ
ア
ス
化
さ
れ
た
男
性
の

も
の
で
あ
り
、
女
性
の
経
験
を
体
系
的
に
無
視
す
る
」
た
め
、「
通
常
の
女
性
の
視
点
」
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
通
常
の
女
性

基
準
を
採
用
し
た
。

　

Ellison

事
件
以
降
、
下
級
審
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
通
常
人
基
準
を
用
い
る
の
か
、
通
常
の
女
性
基
準
を
用
い
る
の
か
に
お
い
て

そ
の
判
断
が
分
か
れ
て
い
た
が
、
連
邦
最
高
裁
はH

arris v. Forklift System
s, Inc.

事
件
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
詳
述

す
る
こ
と
な
く
通
常
人
基
準
を
採
用
し
た
。
し
か
し
、
以
降
の
下
級
審
裁
判
所
は
、
通
常
人
基
準
、
通
常
の
女
性
基
準
に
加
え
、「
被

害
者
と
同
様
の
基
本
的
な
特
徴
を
含
む
通
常
人
」
基
準
、「
原
告
の
地
位
に
あ
る
者
の
視
点
を
含
む
通
常
人
」
基
準
、
あ
る
い
は
「
通

常
の
被
害
者
」
基
準
を
用
い
る
等
、
未
だ
一
貫
し
た
基
準
を
定
立
し
て
い
な
い
。

　

学
説
上
、
通
常
の
女
性
基
準
を
支
持
す
る
論
者
は
概
し
て
、
通
常
人
基
準
が
中
立
性
を
装
い
な
が
ら
も
そ
の
内
実
は
男
性
の
視
点
に

基
づ
い
て
お
り
、
当
該
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
女
性
の
経
験
・
視
点
を
体
系
的
に
無
視
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
暗

黙
裡
に
男
性
を
主
体
像
と
す
る
通
常
人
基
準
は
、
女
性
を
は
じ
め
社
会
的
に
劣
位
に
あ
る
者
の
被
害
を
適
切
に
評
価
で
き
な
い
た
め
、

女
性
の
視
点
に
基
づ
く
通
常
の
女
性
基
準
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
通
常
の
女
性
基
準
が
、
①
女
性
間
に
あ
る

差
異
を
捨
象
し
、
性
別
以
外
の
多
様
な
視
点
を
排
除
す
る
こ
と
、
及
び
②
女
性
を
被
害
者
と
し
て
本
質
化
す
る
こ
と
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
の
形
成
を
促
す
こ
と
を
批
判
す
る
論
者
も
多
数
存
在
す
る
。
ま
た
近
年
で
は
、
③
通
常
の
女
性
基
準
の
定
立
が
そ
の
反
射
的
効
果
と

し
て
「
通
常
の
男
性
（reasonable m

an

）」
基
準
を
定
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
基
準
が
職
場
で
の
性
的
言
動
を

歓
迎
し
な
い
男
性
の
司
法
的
救
済
に
お
い
て
弊
害
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
、
女
性
間
に
は
人
種
や
、
障
害
の
有
無
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
経
済
的
階
級
等
に
関
す
る
差
異
が
存
在

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）
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す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
通
常
の
女
性
基
準
が
こ
う
し
た
差
異
を
無
視
し
、
同
基
準
の
支
持
者
自
身
が
批
判
す
る
主
体
か
ら
の
排
除
／
抑

圧
を
別
の
形
で
反
復
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
矛
盾
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
人
種
差
別
と
性
差
別
の
「
交
差
」
に
関
し
、「
イ

ン
タ
ー
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
と
い
う
差
別
理
論
を
導
入
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
るK

im
berle Crenshaw

の
い
う
よ
う
に
、
女
性
が

経
験
す
る
差
別
に
は
、
彼
女
が
有
色
人
種
か
否
か
で
差
異
が
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
有
色
人
種
の
女
性
は
そ
う
で
な
い
女
性
に
比
べ
、

複
数
の
仕
方
で
差
別
を
経
験
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
女
性
間
の
こ
の
差
異
を
看
過
し
、
人
種
差
別
と
性
差
別
を
相
互
に
排
他
的
な

問
題
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
有
色
人
種
の
女
性
が
経
験
す
る
「
被
害
」
に
法
が
十
分
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
繋
が

る
。
こ
れ
自
体
が
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
差
異
は
、
個
人
の
脆
弱
な
地
位
を
創
出
す
る
様
々
な
属
性
と
具

体
的
個
人
像
の
関
係
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
本
稿
の
問
題
意
識
と
も
関
連
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
該
課
題
を
検

討
す
る
た
め
に
は
、
批
判
的
人
種
理
論
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
相
互
関
係
を
巡
る
歴
史
的
経
緯
か
ら
現
在
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
及
び
理

論
動
向
に
至
る
ま
で
、
当
該
課
題
に
的
を
絞
っ
た
包
括
的
か
つ
慎
重
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
性
別
と
い
う
属
性
と
法
主
体
像
と
し
て

の
個
人
像
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
本
稿
で
は
、
こ
の
課
題
の
存
在
に
つ
い
て
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
。

　

次
に
②
で
あ
る
が
、
こ
の
批
判
は
、
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
の
圧
倒
的
多
数
が
女
性
で
あ
る
一
方
で
、
司
法
が
被
害
者
と
し
て
の
「
女
性
」

の
視
点
や
経
験
を
顧
み
て
こ
な
か
っ
た
中
、
い
わ
ば
最
大
公
約
数
と
し
て
の
「
女
性
被
害
者
」
の
視
点
を
打
ち
出
す
こ
と
が
、
結
果
的

に
女
性
の
被
害
者
と
し
て
の
本
質
化
／
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
と
し
て
弊
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
常

の
女
性
基
準
が
女
性
へ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
と
な
る
と
し
て
も
、
当
該
基
準
自
体
は
、
被
害
者
の
多
く
が
女
性
で
あ
る
─
─
ジ
ェ
ン

ダ
ー
差
が
あ
る
─
─
問
題
類
型
に
お
け
る
被
害
者
女
性
の
司
法
的
救
済
の
場
面
で
は
、
む
し
ろ
有
効
に
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
。
他
方
、
こ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
が
男
性
に
働
い
た
場
合
、
男
性
は
性
的
な
言
動
を
「
歓
迎
し
て
い
る
」、
乃
至
は
「
寛
容
で
あ

る
」
と
い
っ
た
「
男
性
像
」
を
生
み
出
す
。
つ
ま
り
、
通
常
の
女
性
基
準
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
「
女
性
」
の
経
験

（
24
）

（
25
）

（
26
）
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や
視
点
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
通
常
の
女
性
基
準
の
定
立
の
根
拠
─
─
職
場
で
の
性
的
言
動
の
評
価
に
係
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差

─
─
が
、
翻
っ
て
、
男
性
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
に
お
い
て
は
、
男
性
は
女
性
よ
り
も
性
的
言
動
を
歓
迎
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
ス

テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
と
し
て
働
き
、
そ
う
い
っ
た
言
動
に
害
さ
れ
る
男
性
の
被
害
を
過
小
評
価
す
る
「
通
常
の
男
性
」
基
準
を
導
き
う
る
。

そ
う
す
る
と
、
最
後
に
挙
げ
た
③
の
通
常
の
男
性
基
準
の
問
題
は
、
②
の
課
題
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
法
及
び
司
法
に
よ
り
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
「
女
性
の
視
点
」
を
基
に
構
築
さ
れ
た
「
通
常
の
女
性
基
準
」
は
、
社
会
的
に

脆
弱
な
地
位
に
あ
る
個
人
／
「
女
性
」
の
視
点
や
経
験
を
積
極
的
に
評
価
す
る
試
み
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
具
体
的
個
人
像
に
「
女

性
」
と
い
う
属
性
を
組
み
込
む
こ
と
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
職
場
に
お
け
る
性
的
言
動
へ
の
評
価
に
お
け
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
差
を
根
拠
と
す
る
通
常
の
女
性
基
準
の
定
立
が
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
、
男
性
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
に
お
い
て
、
職
場
で

の
性
的
言
動
に
寛
容
な
「
通
常
の
男
性
基
準
」
を
導
き
、
ひ
い
て
は
司
法
に
よ
り
そ
の
被
害
が
十
分
評
価
さ
れ
な
い
結
果
を
招
く
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
、
具
体
的
個
人
の
自
由
の
実
質
的
保
障
に
反
す
る
。
こ
の
問
題
の
考
察
は
、
具
体
的
個
人
像
に
特
定
の
性
別
を
組
み
込

む
こ
と
の
妥
当
性
の
検
証
と
も
な
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
具
体
的
個
人
と
性
別
と
の
関
係
で
は
、
②
と
③
の
問
題
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
こ
の
課
題
に
係
る
、
男
性
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
の
判
例
に
お
け
る
「
深
刻
性
又
は
広
範

性
」
の
判
断
基
準
（
被
害
者
の
視
点
の
判
断
手
法
）
及
び
学
説
上
の
議
論
を
参
照
し
、
当
該
問
題
を
検
討
し
て
い
く
。
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第
二
章　

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
男
性
被
害
者
と
「
被
害
者
像
」

第
一
節　

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
男
性
被
害
者
と
通
常
の
女
性
基
準

（
一
）　

男
性
か
ら
男
性
へ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
及
び
女
性
か
ら
男
性
へ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

　

以
下
で
は
、
男
性
が
被
害
者
と
な
っ
た
Ｓ
Ｈ
に
関
す
る
事
例
を
取
り
上
げ
、
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
像
（
主
体
像
）
に
特
定
の
性
別
を
組
み

込
む
こ
と
が
も
た
ら
す
効
果
を
検
証
し
て
い
く
。
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
一
九
九
八
年
に
は
十
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
男
性
に

よ
る
Ｓ
Ｈ
の
訴
訟
件
数
が
、
そ
の
後
徐
々
に
増
加
し
て
お
り
、
二
〇
一
一
年
に
は
十
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
男
性

に
よ
る
Ｓ
Ｈ
訴
訟
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
が
初
め
て
第
七
編
違
反
と
な
る
性
差
別
の
成
立
を
認
め
た
事
件
が
、O

ncale v. Sund-

ow
ner O

ffshore Services, Inc.
事
件
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
テ
キ
サ
ス
州
石
油
掘
削
装
置
の
未
熟
練
労
働
者
で
あ
る
原
告
男
性
Ｏ

に
対
す
る
同
僚
及
び
上
司
の
男
性
ら
か
ら
の
性
的
言
動
が
、
第
七
編
違
反
の
環
境
型
Ｓ
Ｈ
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
当
事
者
の
主

張
に
基
づ
き
裁
判
所
が
前
提
と
し
た
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
原
告
Ｏ
の
同
僚
及
び
上
司
は
彼
を
押
さ
え
つ
け
、
そ
の
内
の
一
人
が
彼
の

身
体
に
性
器
を
押
し
付
け
て
レ
イ
プ
の
脅
し
を
行
い
、
シ
ャ
ワ
ー
ル
ー
ム
で
Ｏ
の
肛
門
に
異
物
を
強
引
に
押
し
込
む
な
ど
の
行
為
を
行

っ
た
。
Ｏ
は
彼
の
デ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
、
レ
イ
プ
を
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
に
辞
職
し
た
と
証
言
し
た
。

　

本
件
に
対
し
、
全
員
一
致
判
決
で
法
廷
意
見
を
執
筆
し
たScalia

判
事
は
ま
ず
、「
た
だ
原
告
と
被
告
（
あ
る
い
は
被
告
に
代
わ
り

行
動
し
た
者
）
が
同
性
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、『
性
別
…
…
を
理
由
と
し
た
』
差
別
の
訴
え
を
必
然
的
に
禁
止
す
る
第
七
編
の
内
容

は
何
も
な
い
」
と
述
べ
、
同
性
間
Ｓ
Ｈ
が
第
七
編
の
下
で
禁
止
さ
れ
る
性
差
別
と
な
る
と
言
明
し
た
。
そ
し
て
、「
そ
の
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
の
客
観
的
な
深
刻
性
」
は
、「
原
告
の
地
位
に
あ
る
通
常
人
の
視
点

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
審
査
さ
れ
る
」（
傍
点
筆
者
）
と
し
た
上
で
、「
同
性
間
Ｓ

Ｈ
の
審
査
に
お
い
て
は
（
全
て
の
場
合
と
同
様
）、
特
定
の
言
動
が
生
じ
、
ま
た
そ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
経
験
し
た
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス

（
27
）

（
28
）

（
29
）
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ト
の
慎
重
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。Scalia

判
事
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
、
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
考

察
が
必
要
な
根
拠
を
説
明
し
た
。
曰
く
、「
例
え
ば
、
プ
ロ
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手
が
フ
ィ
ー
ル
ド
へ
向
か
う
際
に
コ
ー
チ
に
臀
部
を

叩
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
職
場
環
境
は
、
深
刻
に
、
あ
る
い
は
広
範
に
虐
待
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
オ
フ
ィ
ス
で
コ
ー
チ
の
秘
書

（
男
性
又
は
女
性
）
に
対
し
同
様
の
言
動
が
行
わ
れ
た
場
合
、
当
該
秘
書
は
そ
れ
を
虐
待
的
な
も
の
と
し
て
経
験
す
る
で
あ
ろ
う
。
職

場
の
言
動
の
実
際
の
社
会
的
影
響
は
、
様
々
な
周
囲
の
状
況
、
期
待
、
関
係
性
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
く
、
使
用
さ
れ
る
言
葉
や
身
体

的
行
為
の
単
純
な
列
挙
に
よ
っ
て
完
全
に
把
握
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
所
や
陪
審
員
は
、
共
通
感
覚
（com

m
on sense

）
や

社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
適
切
な
敏
感
さ
（sensitivity

）
に
よ
っ
て
、
同
性
間
の
単
な
る
か
ら
か
い
合
い
（teasing

）
や
悪

ふ
ざ
け
（roughhousing

）
と
、
原
告
の
地
位
に
あ
る
通
常
人
が
著
し
く
敵
対
的
又
は
虐
待
的
で
あ
る
と
み
な
す
行
為
と
を
区
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
」。

　

こ
こ
でScalia

判
事
が
説
明
し
た
、
男
性
同
士
の
単
な
る
か
ら
か
い
合
い
や
悪
ふ
ざ
け
を
区
別
す
る
た
め
の
「
社
会
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
基
づ
く
慎
重
な
考
察
」
は
、
一
見
、
被
害
者
の
主
観
を
評
価
す
る
上
で
正
当
な
も
の
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

通
常
の
女
性
基
準
支
持
者
た
ち
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
共
通
感
覚
を
醸
成
す
る
社
会
的
文
化
自
体
に
、
性
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ

れ
た
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
女
性
に
比
し
て
男
性
の
方
が
性
的
言
動
を
歓
迎
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
社
会

的
事
実
は
、
共
通
感
覚
と
し
て
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
考
察
の
中
に
入
り
込
み
、
そ
こ
で
の
「
原
告
の
地
位
に
あ
る
通
常
人
基
準
」

を
「
性
に
寛
容
な
男
性
基
準
」
へ
仕
立
て
て
い
く
結
果
に
な
り
う
る
。
こ
の
点
、
学
説
に
お
い
て
も
、「
全
て
の
状
況
」
を
考
慮
す
る

O
ncale

判
決
の
「
原
告
の
地
位
に
あ
る
通
常
人
」
基
準
が
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
男
性
の
『
通
常
人
』
基
準
」
で
あ
り
、「
そ
の

加
害
者
の
行
為
は
、
男
性
の
性
的
積
極
性
を
身
に
つ
け
た
通
常
の
（
そ
し
て
暗
黙
的
に
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
）
男
性
の
視
点
か
ら

評
価
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
。
結
果
的
に
連
邦
最
高
裁
は
、
同
性
間
の
Ｓ
Ｈ
が
第
七
編
の
下
で
禁
止
さ
れ
る
性
差
別
の
訴

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）
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訟
原
因
に
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
原
審
の
破
棄
差
戻
し
を
言
い
渡
し
た
が
、「
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
慎
重
な
考
察
」
に
基
づ
く

「
原
告
の
地
位
に
あ
る
通
常
人
の
視
点

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」
か
ら
の
判
断
は
、
男
性
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
の
認
定
を
限
定
す
る
効
果
を
持
つ
可
能
性
が

あ
る
。

　

右
のO

ncale

判
決
と
前
後
し
て
、
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、
同
じ
く
男
性
が
原
告
で
あ
るD

oe v. City of Belleville

事
件
に
お
い
て
、
職
場
で
の
性
的
言
動
に
関
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
承
認
し
た
。
当
事
者
の
主
張
に
基
づ
き
裁
判
所
が
前
提
と
し
た
事

実
関
係
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
双
子
の
兄
弟
で
あ
っ
た
原
告
の
Ｊ
と
Ｈ
は
、
被
告
のBelleville

市
で
働
く
間
、
連
日
に
亘
り
、

他
の
男
性
職
員
ら
か
ら
性
的
に
侮
辱
的
な
言
動
や
脅
し
を
受
け
た
。
特
に
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
着
け
て
い
た
Ｈ
は
主
た
る
標
的
と
な
っ
た
。

彼
は
、「
お
か
ま
（fag

）」
等
と
呼
ば
れ
、
頻
繁
に
性
別
を
尋
ね
ら
れ
、
レ
イ
プ
の
脅
し
を
受
け
、
性
器
を
掴
ま
れ
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に

性
差
別
の
申
告
を
行
い
、
訴
権
付
与
状
を
得
た
Ｊ
と
Ｈ
は
、
彼
ら
が
性
的
に
嫌
が
ら
せ
を
受
け
、
そ
れ
に
対
し
抗
議
し
た
結
果
解
雇
さ

れ
た
こ
と
が
第
七
編
に
違
反
す
る
と
し
て
、
被
告
の
市
を
相
手
取
り
提
訴
し
た
。
一
審
は
、
男
性
職
員
ら
に
よ
る
一
連
の
言
動
が
Ｊ
と

Ｈ
の
性
別
を
理
由
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
、
被
告
を
支
持
す
る
サ
マ
リ
ー
・
ジ
ャ
ッ
ジ
メ
ン
ト
を
下
し
た
。

　
Ｊ
と
Ｈ
の
上
訴
を
受
け
た
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
ま
ず
、
第
七
編
が
同
性
間
の
Ｓ
Ｈ
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た

上
で
、
も
し
本
件
で
争
わ
れ
る
言
動
が
女
性
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
理
由
が
何
で
あ
れ
、
彼
女
に
と
っ
て
「
当
該
職
場
環

境
は
虐
待
的
な
状
態
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
裁
判
所
に
よ
る
と
、「
男
性
被
用
者
が
股
間
を
掴
ま
れ
る

時
、
彼
の
苦
痛
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
だ
ろ
う
が
」、
重
要
な
点
は
、
そ
れ
を
彼
が
「
男
性
と
し
て
経
験
し
た
」
こ
と
で
あ
る
。「
被
害
者

の
性
別
は
、
彼
又
は
彼
女
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
経
験
の
仕
方
に
影
響
を
与
え
る
」、
即
ち
、「
真
に
ユ
ニ
セ
ッ
ク
ス
で
は
な
い
如
何
な
る

社
会
に
お
い
て
も
、
男
性
と
女
性
の
経
験
は
異
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
。

　

同
裁
判
所
は
、
一
連
の
性
的
言
動
の
深
刻
性
を
評
価
す
る
上
で
、
女
性
の
視
点

4

4

4

4

4

を
比
較
対
象
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

（
34
）

（
35
）

（
36
）
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も
し
原
告
が
女
性
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
か
か
る
虐
待
的
な
言
動
が
Ｓ
Ｈ
だ
と
解
釈
し
な
い
裁
判
所
は
な
い
」
で
あ
ろ
う
が
、
本
件
の

Ｊ
と
Ｈ
は
男
性
で
あ
り
、
こ
の
性
差
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
経
験
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
こ

で
は
、
前
章
で
確
認
し
たRabidue v. O

sceola Refining Co.

事
件
に
お
け
る
反
対
意
見
同
様
、
Ｓ
Ｈ
の
経
験
に
係
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

差
が
看
過
で
き
な
い
要
素
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
の
被
害
者
が
男
性
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
が
被
害
の
認
定
に
と
っ

て
否
定
的
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
最
終
的
に
、
本
件
で
は
事
の
深
刻
性
が
認
め
ら
れ
、
Ｊ
と
Ｈ
の
第
七
編
に
い
う
性
差

別
の
主
張
が
承
認
さ
れ
た
が
、
も
し
、
裁
判
所
が
こ
の
判
断
枠
組
み
を
維
持
し
た
ま
ま
、
こ
れ
よ
り
も
軽
微
だ
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な

事
例
を
審
査
し
た
場
合
、
か
か
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
の
評
価
が
被
害
認
定
へ
の
厳
格
な
ハ
ー
ド
ル
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
最
後
に
、
女
性
か
ら
男
性
へ
の
Ｓ
Ｈ
が
争
わ
れ
たW

illiam
s v. Runyon

事
件
を
取
り
上
げ
る
。
本
件
で
は
、
原
告
の

黒
人
男
性
Ｗ
が
、
女
性
の
上
司
で
あ
る
Ｇ
か
ら
度
重
な
る
性
的
言
動
を
被
っ
た
。
Ｇ
は
、
勤
務
時
間
中
に
何
度
も
接
近
し
、
彼
女
の
臀

部
や
大
腿
部
が
彼
に
触
れ
そ
う
に
な
る
距
離
に
立
つ
な
ど
し
た
。
ま
た
Ｇ
は
、
Ｗ
の
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
乳
首
を
つ
ね
る
等
の
身

体
的
接
触
を
行
っ
た
。
Ｗ
が
何
度
も
Ｇ
の
誘
い
を
拒
絶
し
た
結
果
、
彼
女
は
彼
を
非
難
し
、
職
務
上
の
嫌
が
ら
せ
を
行
っ
た
。
Ｗ
は
他

の
上
司
へ
苦
情
申
立
を
行
っ
た
が
何
ら
改
善
策
は
取
ら
れ
ず
、
結
果
、
腹
痛
や
不
眠
を
悪
化
さ
せ
た
。

　

Ｇ
に
よ
る
一
連
の
言
動
を
審
査
し
た
イ
リ
ノ
イ
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
当
該
言
動
が
攻
撃
的
か
つ
虐
待
的
職
場
環
境
を

創
出
す
る
Ｓ
Ｈ
で
あ
る
か
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
曰
く
、「
通
常
人
は
当
該
言
動
を
不
快
と
感
じ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、

し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
通
常
人
は
そ
の
行
動
を
、
雇
用
条
件
を
変
更
し
、
虐
待
的
職
場
環
境
を
創
出
す
る
程
深
刻
で
あ
る
、
あ
る

い
は
蔓
延
し
て
い
る
と
は
み
な
さ
な
い
。
ま
た
Ｗ
は
彼
の
職
場
環
境
を
不
快
に
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ト
ラ
イ
ア
ル
で
の
Ｗ
の
態

度
は
、
彼
が
そ
れ
を
侮
辱
的
で
、
当
該
法
律
で
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
敵
対
的
な
も
の
だ
と
み
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従

っ
て
Ｇ
の
行
為
は
、
Ｗ
の
職
場
環
境
を
『
敵
対
的
』
に
す
る
ほ
ど
深
刻
で
も
な
け
れ
ば
、
蔓
延
し
て
も
い
な
か
っ
た
」。

（
37
）

（
38
）

（
39
）
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同
裁
判
所
は
、
通
常
人
基
準
を
用
い
た
客
観
的
審
査
、
そ
し
て
Ｗ
自
身
の
視
点
を
用
い
た
主
観
的
審
査
双
方
に
お
い
て
、
争
点
と
な

る
一
連
の
言
動
の
深
刻
性
及
び
広
範
性
を
否
定
し
た
。
だ
が
、
執
拗
に
身
体
的
接
触
を
行
う
Ｇ
の
行
為
は
、
Ｗ
の
体
調
に
さ
え
悪
影
響

を
与
え
て
お
り
、
同
裁
判
所
が
一
連
の
言
動
の
被
害
を
十
分
に
評
価
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
さ
ら
に
、
男
性
か
ら
女
性
へ
の
Ｓ
Ｈ

に
お
い
て
は
、
本
件
に
類
似
し
た
性
的
言
動
が
連
邦
裁
判
所
に
よ
り
第
七
編
違
反
と
な
る
環
境
型
Ｓ
Ｈ
を
構
成
す
る
と
判
断
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
本
件
で
の
通
常
人
を
用
い
た
Ｓ
Ｈ
の
成
否
を
巡
る
判
断
過
程
に
お
い
て
、
Ｗ
が
男
性
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
否
定

的
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
被
害
者
像
と
し
て
性
的
言
動
に
寛
容
な
男
性
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
推
測
し
う
る
。

（
二
）　

判
例
の
検
討

　

以
上
三
つ
の
事
例
で
は
、
連
邦
裁
判
所
は
、
明
示
的
に
「
通
常
の
男
性
」
基
準
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
慎
重
な
考
慮
」（O

ncale

事
件
）
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
が
入
り
込
む
こ
と
へ
の
懸
念
と
し
て
述
べ
た
よ
う
に
、

D
oe

事
件
やW

illiam
s

事
件
の
よ
う
な
男
性
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
の
事
例
に
お
い
て
は
、「
性
に
寛
容
な
男
性
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
化
が
暗
黙
裡
に
働
き
、
こ
れ
が
「
通
常
の
男
性
」
基
準
と
し
て
Ｓ
Ｈ
の
成
否
の
判
断
に
お
い
て
否
定
的
に
作
用
す
る
こ
と
が
わ

か
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
通
常
の
女
性
基
準
と
は
関
係
な
く
、
司
法
過
程
に
お
け
る
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
問
題
と
し
て

捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
職
場
で
の
性
的
言
動
の
評
価
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
を
定
立
根
拠
と
す
る
通
常
の
女
性
基
準
に

お
い
て
は
、
そ
の
論
理
構
造
か
ら
、
よ
り
直
接
的
に
こ
の
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
、
公
民
権
法
第
七
編
が
根

拠
法
で
は
な
い
も
の
の
、
以
下
の
州
レ
ベ
ル
の
訴
訟
で
は
、
通
常
の
女
性
基
準
を
用
い
たEllison v. Brady

事
件
を
引
用
し
、「
通

常
の
男
性
基
準
」
を
明
示
的
に
導
き
出
し
た
判
例
も
存
在
す
る
。

　

Lehm
ann v. T

oys ʼR
ʼ U

s

事
件
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
最
高
裁
判
所
は
、
男
性
上
司
か
ら
女
性
の
部
下
に
対
し
な
さ

（
40
）

（
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）
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アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）

れ
た
、「
胸
を
見
せ
ろ
」
な
ど
と
い
う
性
的
に
侮
辱
的
な
言
動
が
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
差
別
禁
止
法
（N

ew
 Jersey Law

 

A
gainst D

iscrim
ination

）
の
下
で
禁
止
さ
れ
る
Ｓ
Ｈ
と
な
る
か
否
か
を
審
理
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
深
刻
性
又
は
広
範
性
の
要
件

を
審
査
す
る
に
あ
た
り
、「
客
観
的
な
、
性
別
特
有
の
視
点
を
採
用
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
即
ち
、「
女
性
の
原
告
に

と
っ
て
敵
対
的
又
は
侮
辱
的
な
職
場
環
境
が
創
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
事
実
の
認
定
者
は
通
常
の
女
性
（reasonable w

om
an

）
の

視
点
か
ら
審
査
し
な
く
て
は
な
ら
ず
…
…
、
も
し
男
性
が
原
告
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
使
用
さ
れ
る
視
点
は
、
通
常
の
男
性
（reason-

able m
an

）
の
も
の
で
な
け
れ
ば
ら
な
い
」。
同
裁
判
所
が
い
く
つ
か
挙
げ
た
根
拠
の
内
、
特
にEllison

判
決
を
引
用
し
て
説
示
し

た
の
は
、「
性
暴
力
の
存
在
す
る
社
会
に
生
き
る
女
性
」
は
、
職
場
で
の
「
性
的
言
動
を
、
不
適
切
で
脅
迫
的
な
状
況
」
だ
と
感
じ
る

た
め
に
、「
男
性
と
女
性
の
視
点
の
違
い
の
基
底
に
は
、
二
つ
の
社
会
的
現
実
が
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
、
翻
っ

て
、
男
性
に
と
っ
て
は
、
性
的
言
動
が
不
適
切
で
脅
迫
的
と
は
な
ら
な
い
（
あ
る
い
は
な
り
づ
ら
い
）
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
通
常
の
女
性
基
準
は
、
性
に
寛
容
な
「
通
常
の
男
性
」
基
準
を
創
出
す
る
の
で
あ
る
。

（
三
）　Forell

及
びM

atthew
s

の
提
唱
す
る
通
常
の
女
性
基
準
の
運
用

　

で
は
、
通
常
の
女
性
基
準
を
支
持
す
る
論
者
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
以
下

で
紹
介
す
るCaroline Forell

及
びD

onna M
atthew

s
を
除
き
、
通
常
の
女
性
基
準
を
支
持
す
る
学
説
の
中
で
、
こ
の
問
題
に
取

り
組
ん
だ
論
者
、
あ
る
い
は
こ
の
問
題
を
想
定
し
て
い
た
論
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
幸
い
に
し
て
、Forell

及
び

M
atthew

s

は
、
女
性
以
外
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
の
事
例
に
対
し
、
比
較
的
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
る
。
通
常
の
女
性
基
準
が
男

性
被
害
者
に
も
た
ら
し
う
る
否
定
的
な
影
響
を
検
証
す
る
た
め
に
も
、
こ
こ
でForell

及
びM

atthew
s

の
見
解
を
確
認
し
て
お
こ

う
。

（
42
）

（
43
）

（
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）

（
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）
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通
常
人
基
準
を
男
性
の
視
点
の
象
徴
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
、
通
常
の
女
性
基
準
を
支
持
す
るForell

及
びM

atthew
s

は
、
通

常
の
女
性
基
準
が
、
被
害
者
の
性
別
、
人
種
、
性
的
指
向
に
関
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。Forell

及
びM

atthew
s

に
と
っ
て
、
Ｓ
Ｈ
の
成
否
に
お
け
る
本
質
的
問
題
は
被
害
者
の
性
別
で
は
な
く
、
加
害
者
と
被
害
者
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
関
係
に

あ
る
た
め
だ
。「
男
性
又
は
女
性
が
、
性
的
に
他
者
に
対
し
嫌
が
ら
せ
を
す
る
際
、
彼
ら
／
彼
女
ら
は
、
支
配
す
る
相
手
か
ら
喜
び
や

自
己
愛
を
得
る
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
男
性
性
の
役
割
を
演
じ
る
」。
そ
の
際
、「
そ
れ
が
誰
か
、
そ
の
役
割
を
担
う
の
が
ど
の
性
別

の
者
か
と
い
う
こ
と
は
関
係
が
な
い
」。
問
題
は
、「『
女
性
』
又
は
『
男
性
』
役
割
が
従
属
と
支
配
に
特
徴
づ
け
ら
れ
続
け
て
い
る
」

こ
と
に
あ
る
。
男
性
か
ら
男
性
へ
の
Ｓ
Ｈ
の
場
合
、
概
し
て
、
被
害
者
と
な
る
男
性
は
女
性
の
身
代
わ
り

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。
特
に
、
全
て
の
被

用
者
が
男
性
で
あ
る
職
場
で
の
Ｓ
Ｈ
に
お
い
て
は
、「
女
性
的
な
」
男
性
が
被
害
者
と
し
て
選
び
出
さ
れ
る
。
先
に
み
たD

oe v. City 

of Belleville

事
件
が
、
こ
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
裁
判
官
等
の
事
実
の
認
定
者
は
、
被
害
者
が
男
性
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
も
、
通
常
の
女
性
の
視
点
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　

Forell

及
びM

atthew
s

は
、D

oe

事
件
を
審
査
し
た
第
七
巡
回
区
連
邦
控
訴
裁
判
所
が
、
Ｊ
や
Ｈ
の
被
っ
た
言
動
を
女
性
が
経
験

す
る
場
面
を
想
定
し
、
か
か
る
言
動
が
行
わ
れ
る
職
場
を
虐
待
的
で
は
な
い
と
み
な
す
裁
判
所
は
な
い
と
述
べ
た
こ
と
に
触
れ
、
こ
う

し
た
分
析
こ
そ
が
、
通
常
の
女
性
基
準
が
男
性
被
害
者
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
根
拠
で
あ
る
と
述
べ
る
。Forell

及
びM

at-

thew
s

に
よ
れ
ば
、D

oe

事
件
の
原
告
で
あ
る
Ｊ
や
Ｈ
は
、
貶
め
や
侮
辱
を
通
じ
て
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
る
人
物
を
「
女
性
化
」
す
る

文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
醸
成
さ
れ
る
「
支
配
」
を
被
っ
た
。
こ
の
支
配
に
お
い
て
、
被
害
者
の
性
別
は
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と

な
る
が
、
決
定
要
因
で
は
な
い
。「
通
常
の
女
性
基
準
の
適
用
の
目
的
は
、
男
性
性
を
支
配
と
結
び
つ
け
、
女
性
性
を
服
従
と
結
び
つ

け
る
、
否
定
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
差
異
を
一
掃
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
こ
の
分
析
に
従
う
な
ら
ば
、
職
場
で
の
性
的
言
動
へ
の

評
価
に
関
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
は
、
否
定
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
差
異
の
顕
現
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
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）

（阪大法学）70（6-158）　1444〔2021. 3 〕



アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）
　

右
の
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、
女
性
か
ら
男
性
へ
の
Ｓ
Ｈ
に
お
い
て
も
、
通
常
の
女
性
基
準
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
。Forell

及
び

M
atthew

s

は
、
女
性
か
ら
男
性
へ
の
Ｓ
Ｈ
が
争
わ
れ
たW

illiam
s v. Runyon

事
件
が
、
当
該
類
型
の
Ｓ
Ｈ
に
対
し
て
も
通
常
の
女

性
基
準
を
適
用
す
べ
き
こ
と
を
示
す
と
い
う
。Forell

及
びM

atthew
s

に
よ
る
通
常
の
女
性
基
準
の
適
用
に
関
す
る
議
論
で
は
、
被

害
構
造
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
こ
そ
が
問
題
の
本
質
で
あ
る
た
め
、
本
件
で
も
性
別
の
入
れ
替
え
が
な
さ
れ
る
、
即
ち
、
本
件
で
は
、

男
性
上
司
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

Ｇ
の
言
動
を
、
女
性
の
部
下
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

Ｗ
の
視
点
か
ら
評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。Forell

及
びM

atthew
s

は
、
本
件

の
Ｇ
と
Ｗ
の
性
別
を
入
れ
替
え
、
通
常
の
女
性
基
準
を
適
用
し
た
と
す
れ
ば
、
Ｇ
の
行
為
の
深
刻
性
が
認
め
ら
れ
、
Ｓ
Ｈ
の
成
立
が
認

め
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。「
通
常
の
女
性
基
準
の
下
で
は
、
そ
れ
が
上
司
と
部
下
の
関
係
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
し
、
Ｗ
の
身
体
的
統

一
性
（bodily integrity

）
に
干
渉
す
る
が
故
に
、
十
分
に
深
刻
だ
と
判
断
さ
れ
る
」。

　

Forell

及
びM

atthew
s

の
提
唱
す
る
通
常
の
女
性
基
準
に
お
け
る
「
女
性
の
視
点
」
と
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
権
力
関
係
に

お
い
て
、
脆
弱
な
地
位
に
あ
る
者
の
視
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
女
性
」
と
い
う
属
性
を
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た

主
体
」
の
「
象
徴
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
男
性
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
に
お
け
る
通
常
の
女
性
基
準
の
妥
当
性
の
問
題
の
解
消
が

図
ら
れ
て
い
る
。
両
論
者
は
、
被
害
者
の
性
別
に
関
わ
ら
ず
通
常
の
女
性
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
が
、「
セ
ッ
ク
ス
に
対
し
無
神
経
な

男
性
の
よ
う
に
振
る
舞
う
女
性
」
に
よ
る
加
害
を
適
切
に
評
価
し
、
男
性
は
常
に
、「
職
場
で
の
セ
ッ
ク
ス
を
歓
迎
し
て
い
る
」
と
す

る
性
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
を
克
服
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
主
体
の
象
徴
で

あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
像
に
女
性
と
い
う
特
定
の
性
別
を
措
定
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
、
対
す
る
男
性

が
性
に
寛
容
で
あ
る
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
再
生
産
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

（
51
）

（
52
）
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（
四
）　

小
括

　

通
常
の
女
性
基
準
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
「
女
性
」
の
経
験
や
視
点
を
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
翻
っ
て
、

男
性
が
被
害
者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
に
お
い
て
は
、
通
常
の
女
性
基
準
の
定
立
の
根
拠
が
、
男
性
は
女
性
よ
り
も
性
的
言
動
を
歓
迎
す
る
傾
向

が
あ
る
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
と
し
て
働
き
、
そ
う
い
っ
た
言
動
に
害
さ
れ
る
男
性
の
被
害
を
積
極
的
に
評
価
で
き
な
い
結
果
に

繋
が
る
。
こ
の
こ
と
は
、
通
常
の
女
性
基
準
に
対
す
る
批
判
の
一
つ
で
あ
る
、「
被
害
者
」
と
し
て
の
女
性
の
本
質
化
の
裏
返
し
と
し

て
の
、
男
性
の
「
加
害
者
」
と
し
て
の
本
質
化
が
も
た
ら
す
弊
害
の
証
左
で
あ
る
。
そ
し
て
既
に
み
た
よ
う
に
、
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
像
に

特
定
の
性
別
を
措
定
す
るForell

及
びM

atthew
s

に
よ
る
通
常
の
女
性
基
準
の
運
用
は
、
こ
の
男
性
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

化
の
問
題
の
克
服
に
成
功
し
て
い
な
い
。

　

Forell

及
びM

atthew
s

の
い
う
よ
う
に
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
権
力
関
係
を
背
景
に
Ｓ
Ｈ
が
生
じ
る
と
す
る
と
、
そ
の
被
害
者

と
な
る
者
の
性
別
は
、
文
脈
依
存
的
か
つ
可
変
的
で
あ
る
は
ず
だ
。
本
節
で
見
て
き
た
男
性
の
Ｓ
Ｈ
被
害
者
に
係
る
判
例
を
踏
ま
え
て

も
、
や
は
り
、
特
定
の
性
別
を
被
害
者
の
視
点
の
判
断
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
で
は
、
通
常
の
女
性
基
準
を
放

棄
し
つ
つ
も
、
社
会
的
に
脆
弱
な
地
位
に
あ
る
個
人
に
対
す
る
通
常
人
基
準
の
排
他
性
の
問
題
を
克
服
し
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
不
均
衡
な

被
害
が
生
じ
る
問
題
領
域
に
取
り
組
む
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
通
常
の
女
性
基
準
に
代
わ
る
被
害
者

の
視
点
の
評
価
方
法
を
提
示
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
、
こ
の
課
題
を
検
討
す
る
。

第
二
節　

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト

（
一
）　

全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト

　

通
常
の
女
性
基
準
支
持
者
と
同
じ
く
、
通
常
人
基
準
が
孕
む
排
他
性
の
問
題
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
そ
の
代
替
案
と
し
て
の
通
常
の
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アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）

女
性
基
準
、
そ
し
て
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
生
じ
る
通
常
の
男
性
基
準
を
批
判
す
るA

nn C. M
cGinley

は
、
Ｓ
Ｈ
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
及
び
被
害
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
、
Ｓ
Ｈ
に
直
面
し
た
者
の
通
常
の
反
応
（reasonable re-

sponse
）
を
評
価
す
る
審
査
を
用
い
る
こ
と
提
唱
す
る
。
そ
れ
は
、
通
常
の
女
性
基
準
と
通
常
人
基
準
双
方
が
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
な

る
環
境
に
対
し
て
「
男
性
と
女
性
が
す
べ
き
、
あ
る
い
は
す
る
だ
ろ
う
反
応
に
関
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
見
解
に
依
拠
す
る

傾
向
が
あ
る
」
た
め
だ
。
こ
こ
で
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
見
解
と
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
適
合
す
る
特
定
の
男
性
及
び
女
性

の
反
応
で
あ
る
が
、
法
は
、
そ
う
し
た
「
言
動
を
『
通
常
』
だ
と
ラ
ベ
リ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
り
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
基
づ
く
ジ
ェ
ン

ダ
ー
構
造
を
強
化
す
べ
き
で
は
な
い
」。「
生
物
学
的
性
別
（biological sex

）
及
び
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（gender

）
は
あ
る
程
度
職
場
で

の
言
動
へ
の
被
用
者
の
反
応
に
影
響
す
る
」
が
、「
組
織
的
な
権
力
、
社
会
的
権
力
、
職
場
の
動
態
、
被
用
者
の
個
人
的
な
脆
弱
性
と

い
っ
た
他
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
係
る
要
因
も
、
個
人
の
反
応
を
通
常
の
も
の
か
判
断
す
る
」
要
素
と
な
る
。
つ
ま
り
、
通
常
の
反
応
審

査
と
は
、
同
一
の
言
動
に
対
し
て
、
個
人
の
体
験
や
職
場
内
外
の
権
力
関
係
を
含
め
た
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
に
基

づ
く
多
様
な
反
応
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
が
通
常
の
も
の
（reasonable one

）
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
、「
全
体
的
な
状

況
テ
ス
ト
（a totality of the circum

stances test
）」
で
あ
る
。

　

当
該
テ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
環
境
が
原
告
に
と
っ
て
主
観
的
に
敵
対
的
職
場
環
境
を
創
出
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場

合
、
次
に
、
①
原
告
の
個
人
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
②
被
害
者
を
脆
弱
に
す
る
職
場
内
外
の
状
況
、
③
職
場
又
は
／
及
び
社
会
的
権

力
関
係
に
お
け
る
地
位
に
基
づ
き
加
害
者
が
有
す
る
相
対
的
な
権
力
、
④
職
場
で
の
地
位
又
は
／
及
び
社
会
的
権
力
の
欠
如
に
お
け
る

地
位
に
基
づ
く
被
害
者
の
相
対
的
な
権
力
の
な
さ
、
⑤
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
訴
え
る
個
人
が
社
会
的
に
周
縁
化
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
か
否

か
、
⑥
職
場
の
動
態
、
⑦
職
場
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
考
慮
し
、
原
告
が
通
常
の
反
応
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
Ｓ
Ｈ
と
な
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
第
二
の
考
慮
要
素
の
検
討
に
と
っ
て
重
要
と
な
る
の
が
、M

cGinley
がFrank R. Cooper

と
共
同
し
て
提
唱
し

（
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た
多
次
元
的
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
理
論
（m

ultidim
ensional m

asculinities theory

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
に
お

け
る
男
性
性
に
つ
い
て
理
論
化
し
た
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
理
論
に
、
交
差
性
理
論
（intersectionality theory

）
に
立
脚
し
た
多
次

元
的
理
論
を
結
合
さ
せ
た
理
論
で
あ
る
。
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
理
論
に
よ
れ
ば
、
男
性
は
女
性
的
で
は
な
い
こ
と
、
ゲ
イ
で
は
な
い
こ

と
を
証
明
す
る
、
絶
え
間
な
い
男
性
性
の
競
争
関
係
に
参
入
す
る
中
で
、
男
性
性
に
合
致
し
な
い
女
性
や
男
性
に
対
し
て
不
当
に
扱
う

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
ら
は
集
団
と
し
て
の
権
力
を
有
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
個
々
の
男
性
は
、
支
配
と
不
安
、
恥
、
感
情

的
な
孤
立
の
下
に
置
か
れ
る
。
一
方
、
多
次
元
的
理
論
に
よ
れ
ば
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
共
同
で
構
築
さ
れ
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依

存
す
る
。
人
種
、
性
別
、
階
級
、
性
的
指
向
、
そ
の
他
の
男
性
性
は
緊
密
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、

関
係
性
に
お
け
る
帰
結
で
あ
り
、
そ
れ
が
持
つ
意
味
は
状
況
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
異
な
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
二
つ
の
理
論
の
結

合
し
た
多
次
元
的
マ
ス
キ
ュ
リ
ニ
テ
ィ
理
論
の
下
で
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
変
化
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と

い
う
認
識
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
職
場
の
Ｓ
Ｈ
の
法
的
統
制
に
お
い
て
は
、
職
場
内
で
の
組
織
的
権
力
関
係
と
、
職
場
外
で
の

社
会
的
、
文
化
的
な
権
力
関
係
が
相
互
作
用
し
動
態
を
形
成
す
る
領
域
で
あ
る
職
場
が
、
さ
ら
に
、
集
団
、
文
脈
、
文
化
に
よ
り
変
動

す
る
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
相
互
作
用
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
、
個
人
の
通
常
の
反
応
を
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
のM

cGinley

の
「
全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト
」
は
、
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
像
と
し
て
特
定
の
性
別
を
措
定
す
る
こ
と
を
明
確
に
退
け
な

が
ら
も
、
そ
の
審
査
内
容
を
詳
細
に
項
目
立
て
て
規
定
す
る
こ
と
で
、
通
常
人
基
準
の
排
他
性
の
問
題
を
克
服
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
審
査
に
よ
る
職
場
内
外
の
権
力
関
係
を
含
め
た
「
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
の
評
価
は
、
個
人
の
脆
弱
性
が
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
依
存
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
る
様
相
を
把
握
す
る
助
け
に
な
る
。
実
際
に
Ｓ
Ｈ
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
を
筆
頭
と
す
る
多
様
な

コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
き
様
々
な
形
で
現
れ
う
る
が
、M

cGinley

に
よ
る
「
全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト
」
に
よ
れ
ば
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
化
の
問
題
を
回
避
し
な
が
ら
こ
の
動
態
を
捉
え
、
争
点
と
な
る
Ｓ
Ｈ
の
成
否
を
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）
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アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）
（
二
）　

小
括

　

本
章
で
の
分
析
か
ら
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
通
常
の
女
性
基
準
の
定
立
は
、
翻
っ
て
、
男
性
が
被
害
者
と
な

る
Ｓ
Ｈ
に
お
い
て
、
通
常
の
男
性
基
準
の
定
立
を
導
く
。
そ
し
て
こ
の
通
常
の
男
性
基
準
は
、
そ
の
定
立
根
拠
が
性
に
対
す
る
評
価
に

お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
に
あ
る
た
め
、「
性
に
寛
容
な
男
性
」
と
い
う
男
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
が
生
じ
、
男
性
の
Ｓ
Ｈ
被
害
者
の

救
済
に
消
極
的
な
効
果
を
も
た
ら
す
。
第
二
に
、Forell

及
びM

atthew
s

の
提
唱
す
る
通
常
の
女
性
基
準
の
議
論
は
、
男
性
が
被
害

者
と
な
る
Ｓ
Ｈ
を
含
む
全
て
の
Ｓ
Ｈ
に
対
し
同
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
で
こ
の
課
題
に
対
応
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
が
、
被
害
者
像
に

「
女
性
」
と
い
う
特
定
の
性
別
を
組
み
込
ん
で
い
る
た
め
に
、
男
性
に
対
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
を
促
す
。
よ
っ
て
、
こ
の
点
に
お

い
てForell

及
びM

atthew
s

の
議
論
は
不
成
功
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
被
害
者
像
に
「
女
性
」
と
い
う
特
定
の
性

別
を
当
て
は
め
る
見
解
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
三
に
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
むM

cGinley

に
よ
る
全
体
的
な
状
況
テ
ス

ト
は
、
被
害
者
像
に
特
定
の
性
別
を
当
て
は
め
な
い
た
め
に
、
被
害
者
像
に
係
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
問
題
を
克
服
し
て
い
る
。
同

時
に
、
様
々
な
権
力
関
係
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
動
態
を
考
慮
す
る
こ
の
審
査
方
法
は
、
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
と
な
る
個
人
の
脆
弱
な
地
位
を

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
は
最
後
に
、
以
上
の
議
論
が
本
稿
の
最
大
の
目
的
で
あ
る
具
体
的
個
人
像
の
析
出
方
法
の
探
求
（
具
体
的
個
人
像
と
性
別
と

の
関
係
の
考
察
）
に
も
た
ら
す
視
座
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
具
体
的
個
人
像
と
し
て
、

女
性
と
い
う
特
定
の
性
別
を
措
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、「
性
別
」
に
依
拠
せ
ず
に
「
脆
弱
な
地
位
に
あ
る
個
人
」

を
具
体
的
個
人
と
し
て
析
出
す
る
方
法
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
、
少
な
く
と
もM

cGinley

の
議
論
か
ら
は
、
個
人
の
脆
弱
な
地

位
が
文
脈
依
存
的
に
変
化
す
る
と
い
う
視
点
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
性
別
を
特
定
せ
ず
に
具
体
的
個
人
像
を
析
出
す

る
た
め
に
は
、
個
人
の
脆
弱
な
地
位
を
可
変
的
な
も
の
と
し
て
、
構
造
的
・
動
態
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
で
は
、
個
人
の
脆
弱
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な
地
位
を
創
出
す
る
構
造
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
次
章
で
は
、
こ
の
問
い
を
考
察
し
て
い
く
。

樋
口
陽
一
『
一
語
の
辞
典
・
人
権
』（
三
省
堂
、
一
九
九
六
年
）
五
〇
頁
参
照
。
樋
口
は
、
国
家
か
ら
の
自
由
の
確
保
の
た
め
、「『
理
性

的
個
人
の
自
己
決
定
』
─
─
し
た
が
っ
て
自
己
責
任
─
─
の
原
則
が
登
場
」
し
、「
こ
れ
が
、
近
代
的
『
人
』
権
を
支
え
る
」
と
す
る
。
樋
口

陽
一
『
国
法
学
・
人
権
原
論
［
補
訂
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
四
三
頁
以
下
参
照
。

「
抽
象
的
人
間
像
」
と
「
具
体
的
個
人
」
の
隔
た
り
に
対
す
る
憲
法
学
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
石
埼
学
『
人
権
の
変
遷
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
七
年
）
二
七
─
三
六
頁
、
笹
沼
弘
志
「
人
権
批
判
の
系
譜
」
愛
敬
浩
二
編
『
講
座　

人
権
論
の
再
定
位
二
・
人
権
の
主
体
』（
法
律
文

化
社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
二
─
五
二
頁
、
中
島
茂
樹
「
憲
法
に
お
け
る
人
間
像
─
自
由
・
平
等
・
そ
し
て
連
帯
」
立
命
館
法
学
三
三
三
・
三
三

四
号
下
巻
一
九
二
六
─
一
九
三
三
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
棟
居
快
行
「
具
体
的
人
間
像
を
求
め
て
」
阪
本
昌
成
古
稀
『
自
由
の
法
理
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
五
年
）
一
二
一
─
一
五
三
頁
参
照
。

憲
法
学
か
ら
の
Ｓ
Ｈ
研
究
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
。
植
野
妙
実
子
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
か
ら
個
人
の
自
立
を
考
え
る
」
法

セ
四
二
五
号
五
六
─
五
九
頁
（
一
九
九
〇
年
）、
内
野
正
幸
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
憲
法
」
法
時
六
四
巻
九
号
八
─
一
四
頁

（
一
九
九
二
年
）、
福
岡
久
美
子
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
憲
法
学
的
試
論
」
帝
塚
山
法
学
一
一
号
一
四
七
─
一
八
一
頁

（
二
〇
〇
六
年
）。

本
節
の
内
容
は
、
拙
稿
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
法
理
に
お
け
る
『
歓
迎
さ
れ
な
い
こ
と
』
概
念
の
考
察
（
一
）（
二
・
完
）

─
─
ア
メ
リ
カ
の
判
例
・
学
説
を
中
心
に
」
阪
大
法
学
六
八
巻
六
号
一
七
九
─
二
〇
四
頁
（
二
〇
一
九
年
）、
六
九
巻
一
号
四
一
─
五
九
頁

（
二
〇
一
九
年
）
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
当
該
論
文
で
、
Ｓ
Ｈ
と
い
う
問
題
領
域
を
、
社
会
的
状
況
下
に
あ
る
「
自
由
」

の
行
為
主
体
／
具
体
的
個
人
と
、
近
代
法
の
性
中
立
的
な
法
主
体
像
／
抽
象
的
個
人
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
鮮
明
に
な
る
一
局
面
と
し
て
評
価
し
た
。

そ
の
上
で
、「
通
常
人
」
基
準
及
び
「
通
常
の
女
性
」
基
準
に
係
る
学
説
上
の
議
論
が
、
Ｓ
Ｈ
の
申
立
人
の
「
主
観
」
に
、
職
場
に
お
け
る
権

力
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
客
観
的
に
読
み
込
み
、
社
会
的
に
脆
弱
な
地
位
に
あ
る
個
人
の
「
自
由
」
の
主
観
的
な
制

約
要
素
を
考
量
す
る
こ
と
で
そ
の
「
主
観
」
の
正
確
な
評
価
を
目
指
し
て
き
た
こ
と
、
同
時
に
そ
れ
が
社
会
的
に
脆
弱
な
立
場
に
あ
る
「
個

人
」
／
具
体
的
個
人
を
取
り
巻
く
状
況
を
法
理
上
客
観
的
に
評
価
す
る
試
み
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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アメリカ公民権法におけるセクシュアル・ハラスメントの男性被害者と性差別概念（一）

第
七
編
は
そ
の
七
〇
三
条
（
ａ
）
で
、「
個
人
の
人
種
、
肌
の
色
、
宗
教
、
性
別
（sex

）
又
は
出
身
国
を
理
由
と
し
て
（because of

）」、

個
人
を
雇
用
上
差
別
す
る
こ
と
を
「
違
法
な
雇
用
慣
行
」
と
し
て
禁
止
す
る
（42 U

.S.C. §
2000e-2 (a)

）。
雇
用
上
の
性
差
別
に
対
し
て
は
、

第
七
編
以
外
に
も
、
合
衆
国
憲
法
の
修
正
条
項
、
不
法
行
為
法
、
州
単
位
で
の
公
正
雇
用
慣
行
立
法
等
の
法
令
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
包
括
的
な

分
析
と
し
て
は
、
奥
山
明
良
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
雇
用
差
別
と
そ
の
法
的
救
済
（
一
）（
二
）（
三
）：
公
民
権
法
第
七
編
を
中
心
に
」
成
城

法
学
四
号
一
─
三
五
頁
（
一
九
七
九
年
）、
五
号
一
四
五
─
一
七
九
頁
（
一
九
七
九
年
）、
六
号
二
九
─
六
九
頁
（
一
九
八
〇
年
）
が
詳
し
い
。

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
歓
迎
さ
れ
な
い
性
的
誘
い
掛
け
、
性
的
関
係
の
要
求
、
そ
の
他
性
的
性
質
を
有
す
る
口
頭
の
又
は
身
体
上
の
行

為
で
あ
り
、
①
当
該
行
為
に
従
う
こ
と
が
明
示
的
又
は
黙
示
的
に
、
個
人
の
雇
用
条
件
に
な
る
場
合
、
②
個
人
が
当
該
行
為
に
従
う
こ
と
又
は

拒
否
す
る
こ
と
が
、
当
該
個
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
雇
用
上
の
決
定
の
基
礎
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
③
当
該
行
為
が
、
個
人
の
職
務
遂
行
能

力
に
不
当
に
干
渉
す
る
、
又
は
威
圧
的
、
敵
対
的
若
し
く
は
侮
辱
的
な
職
場
環
境
を
創
出
す
る
目
的
又
は
効
果
を
有
す
る
場
合
、
Ｓ
Ｈ
と
な
る

と
規
定
さ
れ
る
（29 C.F.R. §

1604. 11 (a) (2006)

）。
尚
、
一
九
八
〇
年
に
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
初
め
て
制
定
さ
れ
た
後
の
一
九
九
九
年
、

使
用
者
責
任
に
関
し
改
正
が
な
さ
れ
た
が
、
Ｓ
Ｈ
の
定
義
（
ａ
）
は
当
初
か
ら
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。

477 U
.S. 57 (1986).

M
ary F. Radford, By Invitation O

nly: T
he Proof of W

elcom
eness in Sexual H

arassm
ent Cases, 72 N

.C. L. Rev. 499, 
521-24 (1994

）.

も
っ
と
も
、
近
年
で
は
職
場
の
Ｓ
Ｈ
に
関
す
る
周
知
・
啓
発
が
進
ん
で
い
る
中
、
Ｓ
Ｈ
に
関
す
る
認
識
上
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差

が
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、「
通
常
人
」
基
準
を
支
持
す
る
見
解
も
あ
る
。
山
﨑
文
夫
『
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
法

理
の
諸
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
四
〇
頁
以
下
（
一
九
九
四
年
に
連
邦
人
事
制
度
保
護
委
員
会
に
よ
っ
て
連
邦
職
員
を
対
象
に
実
施

さ
れ
た
意
識
調
査
の
紹
介
）
参
照
。
し
か
し
、
当
該
調
査
は
連
邦
職
員
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
、
軽
微
な
Ｓ
Ｈ
に
つ
い
て
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差

が
確
認
さ
れ
る
こ
と
、
未
だ
に
Ｓ
Ｈ
の
被
害
者
の
多
数
が
女
性
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
通
常
の
女
性
基
準
の
意
義
自
体
が
消
失
し
た
と
は

断
言
し
難
い
。

A
nn C. Juliano, D

id She A
sk for It?, 77 Cornell L. Rev. 1558, 1561 (1992).

こ
の
こ
と
は
即
ち
、
職
場
に
性
的
言
動
の
あ
る
こ
と
が
「
規
範
的
な
状
態
」
と
さ
れ
る
社
会
環
境
で
は
、
た
と
え
女
性
が
か
か
る
状
況
を

敵
対
的
若
し
く
は
虐
待
的
に
感
じ
た
と
し
て
も
、
ま
さ
に
そ
れ
が
通
常
で
あ
る
が
故
に
、「
深
刻
」
と
は
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

805 F.2d 611 (6th Cir. 1986).

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）
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Id. at 620.
Id. at 626-27.
924 F.2d 872 (9th Cir. 1991).　

本
件
で
は
、
男
性
同
僚
に
よ
る
女
性
同
僚
へ
の
付
き
ま
と
い
や
不
適
切
な
手
紙
等
が
第
七
編
違
反
の

Ｓ
Ｈ
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

Id. at 878-880.
510 U

.S. 17 (1993).

本
件
で
全
員
一
致
の
法
廷
意
見
を
執
筆
し
たO

ʼConnor

判
事
は
、
第
七
編
で
禁
止
さ
れ
る
環
境
型
Ｓ
Ｈ
が
成
立
す

る
た
め
に
は
、
第
一
に
客
観
的
基
準
と
し
て
、「
通
常
人
」
が
当
該
職
場
環
境
を
敵
対
的
又
は
虐
待
的
で
あ
る
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
こ
と
、

第
二
に
、
主
観
的
基
準
と
し
て
、
被
害
者
が
敵
対
的
又
は
虐
待
的
で
あ
る
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
判
示
し
た
。Id. at 21-22.

Fuller v. City of O
akland, 47 F.3d 1522, 1527 (9th Cir. 1995).

D
ey v. Colt Construction &

 D
evelopm

ent Com
pany, 28 F.3d 1446, 1454 (7th Cir. 1994).

M
artin v. H

ow
ard U

niversity, 81 FEP Cases 964 12 (D
.D

.C. 1999).

「
通
常
の
女
性
」
基
準
を
支
持
す
る
論
考
は
膨
大
で
あ
り
、
差
し
当
た
り
以
下
に
例
を
挙
げ
る
に
留
め
る
。Bonnie B. W

estm
an, 

T
he R

easonable W
om

an Standard: Preventing Sexual H
arassm

ent in the W
orkplace, 18 W

m
. M

itchell L. Rev. 795, 819-
827 (1992); D

eborah B. Goldberg, T
he R

od to E
quality: T

he A
pplication of the R

easonable W
om

an Standard in Sexual 
H

arassm
ent Cases, 2 Cardozo W

om
enʼs L.J. 195, 211-12 (1995); D

eborah S. Brennem
an, From

 a W
om

anʼs Point of V
iew

: 
T

he U
se of the R

easonable W
om

an Standard in Sexual H
arassm

ent Cases, 60 U
. Cin. L. Rev. 1281, 1293-95 (1992); Leslie 

M
. K

erns, A
 Fem

inist Perspective: W
hy Fem

inists Should G
ive the R

easonable W
om

an Standard A
nother Chance, 10 

Colum
. J. Gender &

 L. 195, 210 (2001); Sarah A
. D

eCosse, Sim
ply U

nbelievable: R
easonable W

om
en and H

ostile 
E

nvironm
ent Sexual H

arassm
ent, 10 Law

 &
 Ineq. 285, 309 (1992).

例
え
ばT

rina Jones

及
びEm

m
a E. W

ade

は
、
通
常
人
基
準
が
交
差
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
諸
特
徴
か
ら
生
じ
る
経
験
上
の

差
異
を
無
視
す
る
と
批
判
す
る
が
、
通
常
の
女
性
基
準
も
ま
た
、
人
種
や
年
齢
、
経
済
的
地
位
と
い
っ
た
個
人
の
脆
弱
性
に
係
る
諸
特
徴
を
無

視
す
る
と
し
て
、
通
常
の
被
害
者
基
準
を
採
用
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。T

rina Jones &
 Em

m
a E. W

ade, M
e T

oo: R
ace, 

G
ender, and E

nding W
orkplace Sexual H

arassm
ent, 27 D

uke J. Gender L. &
 Polʼy 203, 220 (2020).

（
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See N

aom
i R. Cahn, Looseness of Legal Language: T

he R
easonable W

om
an Standard in T

heory and in Practice, 77 
Cornell L. Rev. 1398, 1434 (1992); K

athryn A
bram

s, N
ew

 Jurisprudence of Sexual H
arassm

ent, 83 Cornell L. Rev. 1169, 
1178 (1998); M

ayo M
oran, T

he R
easonable Person: A

 Conceptual Biography in Com
parative Perspective, 14 Lew

is &
 

Clark L. Rev. 1233, 1271-74 (2010).
See A

nn C. M
cGinley, R

easonable M
en?, 45 Conn. L. Rev 1, 7 (2012); A

lyssa A
gostino, T

he R
easonable W

om
an 

Standardʼs Creation of the R
easonable M

an Standard: T
he E

thical and Practical Im
plications of the T

w
o Standards and 

W
hy T

hey Should Be A
bandoned, 41 J. Legal Prof. 339, 344 (2017).

K
im

berle C
renshaw

, D
em

arginalizing the Intersection of R
ace and Sex: A

 B
lack Fem

inist C
ritique of 

A
ntidiscrim

ination D
octrine, Fem

inist T
heory and A

ntiracist Politics, 1989 U
. Chi. Legal F. 139, 149 (1989).

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
の
②
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
本
文
で
述
べ
た
理
由
か
ら
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
詳
細
に
取
り
上
げ
な

い
が
、
そ
れ
は
決
し
て
こ
の
問
題
を
軽
視
し
て
い
る
た
め
で
は
な
い
。

通
常
の
女
性
基
準
を
用
い
たEllison

事
件
に
お
け
る
法
廷
意
見
の
判
断
と
、
通
常
人
基
準
を
用
い
たRabidue

事
件
の
法
廷
意
見
の
判

断
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
双
方
の
基
準
が
女
性
被
害
者
に
も
た
ら
す
帰
結
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
女
性
の
被
害
者
と
し
て
の
本
質

化
に
関
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
以
下
のCatharine A

. M
acK

innon

に
よ
る
有
力
な
反
論
が
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

CA
T

H
A

RIN
E A

. M
A

CK
IN

N
O

N
, W

O
M

A
N

ʼS LIV
ES, M

EN
ʼS LA

W
S 84-90 (T

he Belknap Press of H
arvard U

niversity 
Press, 2005).　

キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ッ
キ
ノ
ン(

森
田
成
也
他
訳)

『
女
の
生
、
男
の
法
⎝下
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
二
七
─
三
九
頁
参

照
。See A

gostino, supra note 23, at 345-46 (citing U
.S Equal Em

ploym
ent O

pportunity Com
m

ission, Sexual H
arassm

ent 
C

harges E
E

O
C

 &
 FE

P
 as C

om
bined: FY

 1997- FY
 2011, https://w

w
w

.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforcem
ent/

sexualharassm
ent.cfm

).
523 U

.S. 75 (1998).
Id. at 79.
Id. at 80-82.
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Id. at 81-82.
See Radford, supra note 8, at 521-24.
CA

RO
LIN

E A
. FO

RELL &
 D

O
N

N
A

 M
. M

A
T

T
H

EW
S, A

 LA
W

 O
F H

ER O
W

N
 74 (N

ew
 Y

ork U
niversity Press, 

2000).119 F.3d 563 (7th Cir. 1997).
Id. at 560-69.
Id. at 578-79.
881 F. Supp. 359 (N

.D
. Ill. 1995).

Id. at 360-61.
Id. at 364.

例
え
ば
、Fall v. Indiana U

niversity Board of T
rustees

事
件
（12 F. Supp. 2d 870 (N

.D
. Ind. 1998)

）
で
は
、
イ
ン
デ
ィ
ア

ナ
大
学
の
総
長
（
男
性
）
が
、
大
学
職
員
で
あ
っ
た
原
告
（
女
性
）
を
オ
フ
ィ
ス
に
呼
び
出
し
、
キ
ス
を
強
要
し
た
上
に
胸
を
ま
さ
ぐ
ろ
う
と

ブ
ラ
ウ
ス
の
中
に
腕
を
入
れ
た
こ
と
が
、
第
七
編
違
反
の
環
境
型
Ｓ
Ｈ
と
な
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。W

illiam
s

事
件
と
は
異
な
り
、
本
件

で
Ｓ
Ｈ
と
し
て
訴
え
ら
れ
た
性
的
言
動
は
こ
の
一
度
の
み
で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
北
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
こ
れ
が
原
告
の

虐
待
的
職
場
環
境
を
創
出
し
た
と
し
て
、
第
七
編
違
反
の
成
立
を
認
め
た
。

See E
llison, 924 F.2d at 878-79.

Lehm
ann v. T

oys ʼRʼ U
s, 132 N

J. 578, 612 (1993).
Id. at 611-12.
Id. at 615.
See M

cGinley, supra note 23, at 7.
See FO

RELL &
 M

A
T

T
H

EW
S, supra note 33, at 29.

Id. at 70.
Id. at 73-74.
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Id. at 77-78.
Id.
Id. at 73.
Id.
See M

cGinley, supra note 23.
Id. at 32.
Id.
Id. at 34.
Id. at 35. M

cGinley

は
本
論
文
に
お
い
て
「
通
常
の
反
応
」
の
内
容
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
な
い
が

（M
cGinley

は
「
通
常
の
反
応
」
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
す
る
）、
文
脈
か
ら
考
察
す
る
に
、
Ｓ
Ｈ
と
し
て
争
点
と
な
る
言
動
を
不

快
に
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
男
性
で
あ
れ
ば
性
的
な
誘
い
か
け
を
歓
迎
す
る
と
い
っ
た
画
一
的
な
評
価

（
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
）
を
行
う
の
で
は
な
く
、
全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト
で
挙
げ
ら
れ
た
考
慮
要
素
を
勘
案
し
、
被
害
者
「
個
人
」
の
反
応
を
主

観
的
か
つ
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
で
、
そ
の
言
動
の
歓
迎
さ
れ
な
さ
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

A
nn C. M

cGinley &
 Frank Rudy Cooper, M

asculinities, M
ultidim

ensionality, and Law
: W

hy T
hey N

eed O
ne 

A
nother, in M

A
SCU

LIN
IT

IES A
N

D
 T

H
E LA

W
: A

 M
U

LT
ID

IM
EN

SIO
N

A
L A

PPRO
A

CH
, 1, 1 (Frank Rudy Cooper &

 
A

nn C. M
cGinley eds., N

ew
 Y

ork U
niversity Press, 2012).

See M
cGinley, supra note 23, at 19.

Id at 19-20.
Id. at 21.

例
え
ば
、M

cGinley

は
、
前
掲
注
（
23
）
の
論
文
で
「
全
体
的
な
状
況
テ
ス
ト
」
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
、
次
のEEO

C v. 
Prospect A

irport Servs., Inc.

事
件
（621 F.3d 991 (9th Cir. 2010)
）
を
扱
っ
て
い
る
。See M

cGinley, supra note 23, at 10-23.

本
件
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
者
で
、
か
つ
直
近
に
妻
を
亡
く
し
た
黒
色
の
肌
の
ラ
テ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
男
性
の
原
告
に
対
し
、
職
場
の

同
僚
で
あ
る
白
色
の
肌
の
ラ
テ
ン
系
ア
メ
リ
カ
人
女
性
か
ら
、
性
的
ア
ピ
ー
ル
を
含
む
性
的
言
動
が
、
周
囲
の
同
僚
も
巻
き
込
ん
で
な
さ
れ
た
。
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こ
の
よ
う
な
複
雑
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
き
生
じ
た
Ｓ
Ｈ
に
対
し
、
一
審
は
、
申
立
人
と
「
同
様
の
基
本
的
な
特
徴
を
有
す
る
通
常
人
」
の

基
準
を
用
い
て
Ｓ
Ｈ
の
成
立
を
否
定
し
た
。
控
訴
審
は
、
男
性
は
一
般
的
に
女
性
の
誘
い
掛
け
を
歓
迎
す
る
と
の
主
張
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で

あ
り
、
一
連
の
言
動
が
環
境
型
Ｓ
Ｈ
の
広
範
性
の
要
件
を
満
た
す
と
判
断
し
、
原
審
の
破
棄
差
戻
を
命
じ
た
。See Prospect A

irport 
Servs., Inc., 621 F.3d at 997-1001.
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